
【別紙】

時刻 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

　平常時

①午前6時
　臨時休業の措置基準に示された
事態が発生した場合

⑤給食中止措置があり
　午前中に下校する場合

⑥在校中に震度５弱以上の地震が
発生した場合

玉野市社会福祉協議会ボランティアセンター事務所（TEL: 0863-32-1104）
玉野市こどもみらい課（TEL: 0863-32-5554）

②
　在校中に注意報発令
　（暴風警報等が出ていない場合）

③
　在校中に暴風警報等発令
　13時以前に暴風警報等発令

④
　在校中に警報発令
　13時以降に暴風警報等発令

                           　　　　　　クラブ指導員へ学校の状況を伝え、連絡対象児童等の確認を行う。

暴風警報等が出ていない場合、13時まで
は通所児童を校内で待機させ、13時を越え
てから通所させる。（通所児童は弁当持参
のため、昼食場所は校内で確保する。）

１３時までに暴風警報等が出た場合は③の
対応を行う。

暴風警報等が出ていない場合、放課後児童クラブは開所する。

各放課後児童クラブでは、施設の点検を行い、こどもみらい課と協議の上、開室可能かどうかを判断する。
判断後は各校へ連絡する。

※「暴風警報」「大雨警報」「特別警報」「避難指示」をまとめて、「暴風警報等」と表記する。

                           　　　　　　クラブ指導員へ学校の状況を伝える。（13時以前の開所依頼はしない。）

状況により校長判断で下校。
（放課後児童クラブは閉所）
集団下校又は保護者引き渡し等の
家庭への連絡は学校が行う。

　

                       　　　　　　    クラブ指導員へ学校の状況を伝え、児童クラブ閉所の確認を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童クラブは閉所のため家庭への連絡は学校が行う。）

　

状況により校長判断で下校。
（放課後児童クラブは開所中）
■暴風警報等発令時に授業中の児童については、集団下校させる。
　 保護者引き渡し等の家庭への連絡が必要な場合は学校が行う。
■暴風警報等発令時すでに児童クラブへ通所している児童について
　　は、児童クラブから家庭へ連絡する。

非常天災時の放課後児童クラブの対応について 令和６年５月改正

通常どおり（放課後児童クラブ開所）

休業（放課後児童クラブ閉所）

状況により校長判断で下校。
（放課後児童クラブは１３時から開所）
１３時までは通所児童を校内で待機させ、
１３時を越えてから通所させる。

状況により校長判断で下校。
（放課後児童クラブは開所中）
通常の下校時と同様に児童を通所させる。


